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海
外
労
働
事
情

ド
イ
ツ

金
属
産
業
、
四
・
一
％
の
賃

上
げ
で
妥
結

　

約
三
四
〇
万
人
の
労
働
者
に
影
響

を
与
え
る
ド
イ
ツ
金
属
産
業
の
賃
金

交
渉
が
三
月
半
ば
に
開
始
さ
れ
、
パ

イ
ロ
ッ
ト
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る

南
西
部
の
バ
ー
デ
ン
・
ビ
ュ
ル
テ
ン

ベ
ル
ク
（
Ｂ
Ｗ
）
州
地
区
で
、
五
月

四
日
に
労
使
合
意
が
成
立
し
た
。
妥

結
内
容
は
、
①
〇
七
年
四
月
・
五
月

の
二
カ
月
分
と
し
て
四
〇
〇
ユ
ー
ロ

の
一
時
金
支
給
②
〇
七
年
六
月
一
日

か
ら
四
・
一
％
の
賃
上
げ
（
一
二
カ

月
間
）③
〇
八
年
六
月
一
日
か
ら
一
・

七
％
の
賃
上
げ
（
五
カ
月
間
）
④
〇

八
年
六
月
か
ら
一
〇
月
ま
で
の
一
時

金
と
し
て
毎
月
賃
金
の
〇
・
七
％
を

支
給
（
五
カ
月
間
）―

―

の
四
点
が

骨
子
。
Ｂ
Ｗ
州
地
区
の
合
意
内
容
が

パ
イ
ロ
ッ
ト
協
約
と
な
り
、
そ
の
他

の
地
域
の
交
渉
で
も
、
こ
れ
に
準
じ

た
合
意
が
成
立
す
る
見
込
み
で
あ
る
。

好
業
績
を
背
景
に
〇
二
年
以
来
の

高
い
賃
上
げ

　

ド
イ
ツ
の
五
つ
の
代
表
的
な
経
済

研
究
所
は
四
月
一
九
日
、
〇
七
年
と

〇
八
年
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
を
二
・

四
％
と
す
る
共
同
経
済
予
測
を
発
表

し
た
。
〇
七
年
の
予
測
は
、
〇
六
年

秋
に
発
表
さ
れ
た
数
値
か
ら
一
％
ポ

イ
ン
ト
上
昇
し
た
。

　

ド
イ
ツ
金
属
産
業
労
組
（
Ｉ
Ｇ
メ

タ
ル
）
は
、
好
景
気
を
背
景
に
、
昨

年
の
妥
結
水
準
の
三
％
を
大
幅
に
上

回
る
六
・
五
％
の
賃
上
げ
を
要
求
し

た
。
こ
れ
に
対
し
、
金
属
産
業
経
営

者
連
盟
（
ゲ
ザ
ム
ト
メ
タ
ル
）
は
三

月
二
七
日
、
Ｂ
Ｗ
州
地
区
の
交
渉
で

二
・
五
％
の
賃
上
げ
と
賃
金
の
〇
・

五
％
の
一
時
金
支
給（
一
二
カ
月
間
）

を
回
答
。
Ｉ
Ｇ
メ
タ
ル
は
こ
れ
を
直

ち
に
拒
否
し
た
。
労
組
側
は
、
賃
金

協
約
期
間
終
了
後
も
ス
ト
ラ
イ
キ
を

実
施
で
き
な
い
平
和
維
持
義
務
期
間

が
満
了
し
た
四
月
二
八
日
以
降
、
Ｂ

Ｗ
州
で
一
五
万
四
〇
〇
〇
人
、
全
国

で
四
〇
万
人
以
上
が
参
加
す
る
警
告

ス
ト
を
実
施
し
た
。

　

五
月
三
日
か
ら
四
日
に
か
け
て
行

わ
れ
た
Ｂ
Ｗ
州
地
区
の
交
渉
は
二
〇

時
間
に
も
及
び
、
好
調
な
生
産
状
況

に
深
刻
な
打
撃
を
与
え
か
ね
な
い
ス

ト
ラ
イ
キ
を
回
避
す
る
た
め
、
労
使

が
最
終
的
に
歩
み
寄
っ
た
。
妥
結
内

容
は
、
〇
七
年
四
月
・
五
月
の
二
カ

月
分
と
し
て
、
全
て
の
労
働
者
に
四

〇
〇
ユ
ー
ロ
の
一
時
金
を
支
給
、
第

一
段
階
の
〇
七
年
六
月
一
日
か
ら

四
・
一
％
（
一
二
カ
月
間
）、
第
二

段
階
の
〇
八
年
六
月
一
日
か
ら
一
・

七
％
（
五
カ
月
間
）
の
賃
上
げ
実
施

で
あ
る
。
さ
ら
に
第
二
段
階
の
五
カ

月
間
は
賃
金
の
〇
・
七
％
の
一
時
金

が
毎
月
支
給
さ
れ
る
。

　

金
属
産
業
に
お
け
る
四
・
一
％
の

賃
上
げ
は
、
〇
二
年
以
来
の
高
い
水

準
で
あ
る
。
労
組
側
は
一
九
カ
月
の

賃
上
げ
合
計
が
五
・
八
％
に
の
ぼ
る

と
し
て
、
成
果
を
強
調
し
た
。
他
方
、

使
用
者
側
に
よ
れ
ば
一
九
カ
月
間
の

追
加
費
用
は
、
年
平
均
三
・
三
％
の

賃
上
げ
に
相
当
す
る
と
い
う
。
賃
金

協
約
の
期
間
は
〇
七
年
四
月
一
日
か

ら
〇
八
年
一
〇
月
三
一
日
ま
で
の
一

九
カ
月
間
で
あ
る
。

企
業
レ
ベ
ル
の
柔
軟
性
を
容
認

　

〇
六
年
の
賃
金
交
渉
は
、
三
％
の

賃
上
げ
と
三
一
〇
ユ
ー
ロ
の
一
時
金

支
給
で
妥
結
し
た
。
こ
の
う
ち
一
時

金
で
は
、
事
業
所
委
員
会
の
合
意
を

前
提
に
、
企
業
業
績
に
応
じ
て
、
〇

〜
六
二
〇
ユ
ー
ロ
ま
で
の
増
減
幅
を

認
め
る
規
定
が
初
め
て
導
入
さ
れ
た
。

こ
の
規
定
は
、
企
業
レ
ベ
ル
で
産
業

別
労
働
協
約
が
定
め
る
労
働
条
件
か

ら
の
逸
脱
を
可
能
と
す
る
「
開
放
条

項
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

今
回
合
意
さ
れ
た
賃
金
協
約
に
も
、

企
業
レ
ベ
ル
で
使
用
者
と
事
業
所
委

員
会
が
合
意
し
た
場
合
、
第
二
段
階

の
賃
上
げ
お
よ
び
一
時
金
支
給
を
そ

れ
ぞ
れ
最
長
四
カ
月
間
延
期
で
き
る

規
定
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
〇
八
年
六
月
か
ら
の
一
・
七
％

の
賃
上
げ
実
施
を
最
長
一
〇
月
ま
で

引
き
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

賃
金
の
〇
・
七
％
の
一
時
金
は
、
六

月
か
ら
一
〇
月
ま
で
の
五
カ
月
分
で

な
く
、
一
〇
月
の
一
カ
月
分
し
か
支

払
わ
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
。
使
用
者

側
が
主
張
し
て
い
た
ク
リ
ス
マ
ス
手

当
（
現
在
は
月
給
の
五
五
％
相
当
）

を
企
業
業
績
に
応
じ
て
四
〇
〜
七

〇
％
の
幅
で
可
変
的
な
も
の
と
す
る

提
案
は
、
合
意
に
至
ら
な
か
っ
た
。

　

Ｉ
Ｇ
メ
タ
ル
の
ペ
ー
タ
ー
ス
委
員

長
は
、
合
意
内
容
に
つ
い
て
、「
労
働

者
の
利
益
を
考
慮
し
た
良
い
妥
協
で

あ
る
。
労
働
者
が
成
し
遂
げ
た
好
業

績
の
下
、
組
合
員
の
懐
に
、
一
回
限

り
の
手
当
で
な
い
、
真
の
成
果
配
分

を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
」
と
評
価

し
た
。

IGメタル本部（フランクフルト）

交渉年次 賃上げ要求 妥結実績 協約期間

2007年 6.5％

・一時金400ユーロ（2007年4月および5
月分）
・2007年6月以降4.1%の賃上げ
・2008年6月以降1.7%の賃上げ（企業レ
ベルの労使合意により、実施を最長4
カ月延期可能）
・2008年から5カ月間、賃金の0.7％の
一時金支給（企業レベルの合意により、
実施を最長4カ月延期し、最低1カ月分
まで削減可能）

2007年4月～
2008年10月

2006年 5%

・賃上げ3％
・一時金310ユーロ（企業レベルの労使
合意を前提に、業績に応じて、0～610
ユーロの幅で変動可能）

2006年3月～
2007年3月

2004年 4%
・2004年3月以降2.2%、2005年3月以降
2.7%の賃上げ

2004年1月～
2006年2月

2002年 5～7％
・2002年6月以降4.0%、2003年6月以降
3.1%の賃上げ
・一時金120ユーロ（2002年5月）

2002年3月～
2003年12月

ドイツ金属産業の賃金交渉実績
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ゲ
ザ
ム
ト
メ
タ
ル
の
カ
ー
ネ
ギ
ー

サ
ー
会
長
は
、「
こ
の
合
意
は
、
企
業

レ
ベ
ル
に
お
け
る
賃
金
の
柔
軟
化
の

傾
向
を
持
続
さ
せ
た
点
で
か
ろ
う
じ

て
容
認
で
き
る
。
新
し
い
開
放
条
項

は
今
回
の
交
渉
の
重
要
な
成
果
で
あ

る
」
と
強
調
し
た
。

　

欧
州
中
央
銀
行
は
、
高
す
ぎ
る
賃

上
げ
が
イ
ン
フ
レ
を
助
長
し
、
さ
ら

な
る
利
上
げ
に
つ
な
が
る
危
険
性
を

指
摘
し
て
い
た
。
経
済
専
門
家
は
、

今
回
の
金
属
産
業
の
賃
上
げ
水
準
は

予
想
よ
り
も
低
く
、
欧
州
中
央
銀
行

に
焦
慮
の
念
を
抱
か
せ
る
ほ
ど
で
は

な
い
と
見
て
い
る
。

　

賃
金
交
渉
と
は
別
に
、
労
使
は
、

高
齢
化
社
会
や
高
齢
化
す
る
労
働
力
、

Ｍ
Ｅ
化
さ
れ
た
職
場
環
境
の
変
化
、

人
口
動
態
の
変
化
に
対
応
す
る
人
事

政
策
の
構
想
な
ど
の
課
題
に
関
す
る

議
論
を
連
邦
レ
ベ
ル
で
開
始
し
、
〇

八
年
六
月
ま
で
に
結
論
を
出
す
こ
と

で
合
意
し
た
。

（
国
際
研
究
部　

大
島
秀
之
）

フ
ラ
ン
ス

フ
ィ
ヨ
ン
新
内
閣
ス
タ
ー
ト

　

五
月
一
八
日
、
サ
ル
コ
ジ
大
統
領

よ
り
首
相
に
任
命
さ
れ
た
フ
ィ
ヨ
ン

元
国
民
教
育
相
は
、
一
五
人
の
大
臣

と
四
人
の
閣
外
大
臣
か
ら
構
成
さ
れ

る
新
内
閣
を
発
足
し
た
。
約
半
数
の

七
人
が
女
性
で
あ
り
、外
相
に
野
党
・

社
会
党
の
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ク
シ
ュ
ネ

ル
元
保
健
相
を
、
国
防
相
に
中
道
・

フ
ラ
ン
ス
民
主
連
合
（
Ｕ
Ｄ
Ｆ
）
の

エ
ル
ベ
・
モ
ラ
ン
氏
を
、
法
相
に
移

民
系
女
性
の
ラ
シ
ダ
・
ダ
チ
元
検
事

代
理
を
起
用
す
る
な
ど
、「
開
か
れ
た

内
閣
」
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
。

　

フ
ィ
ヨ
ン
首
相
に
次
ぐ
副
首
相
格

の
環
境
・
持
続
的
開
発
相
に
は
ア
ラ

ン
・
ジ
ュ
ペ
元
首
相
が
就
任
。
野
党

か
ら
批
判
が
出
て
い
た
新
設
の
移

民
・
同
化
・
国
家
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
相
に
は
、大
統
領
の
側
近
ブ
リ
ス
・

オ
ル
ト
フ
ー
氏
が
就
任
し
た
。
ま
た
、

雇
用
問
題
が
重
視
さ
れ
る
な
か
「
労

働
・
社
会
関
係
・
連
帯
相
」
と
は
別

に
「
経
済
・
財
政
・
雇
用
相
」
を
設

置
し
、
ジ
ャ
ン
ル
イ
・
ボ
ル
ロ
ー
元

雇
用
・
労
働
・
社
会
統
合
相
が
起
用

さ
れ
た
。

　
「
労
働
・
社
会
関
係
・
連
帯
省
」
は
、

労
働
、
社
会
的
関
係
、
労
災
・
職
業

病
の
予
防
、
女
性
の
権
利
、
職
業
上

の
男
女
平
等
、
そ
し
て
「
保
健
・
青

年
・
ス
ポ
ー
ツ
省
」、「
住
宅
・
都
市
省
」

及
び
「
予
算
・
公
的
会
計
・
公
務
省
」

の
管
轄
外
の
社
会
福
祉
及
び
社
会
的

保
護
の
分
野
に
お
け
る
政
策
を
担
当

す
る
。
一
方
、「
経
済
・
財
政
・
雇
用

省
」
は
、
経
済
、
財
政
、
消
費
、
雇

用
、
職
業
訓
練
、
不
法
行
為
の
防
止
、

海
外
取
引
、
産
業
、
観
光
業
、
中
小

企
業
、
商
業
及
び
手
工
業
、
そ
し
て

自
営
業
に
関
す
る
政
策
を
担
当
す
る
。

同
省
は
、
職
人
団
体
や
商
工
会
議
所

の
監
督
を
行
い
、
起
業
や
企
業
に
課

せ
ら
れ
る
諸
手
続
き
の
簡
素
化
に
関

す
る
権
限
を
持
つ
。

　

フ
ィ
ヨ
ン
新
首
相
は
、
ド
ヴ
ィ
ル

パ
ン
前
首
相
と
の
引
継
ぎ
後
に
行
わ

れ
た
会
見
で
、「
す
べ
て
の
国
民
の
声

に
耳
を
傾
け
、
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
の

掲
げ
る
公
約
を
実
現
す
る
」
と
改
革

に
向
け
た
決
意
を
表
明
し
た
。
そ
し

て
、「
ま
ず
、
六
月
一
〇
日
お
よ
び
一

七
日
に
実
施
さ
れ
る
国
会
選
挙
に
勝

利
す
る
こ
と
が
重
要
」
と
し
、
国
会

選
挙
後
に
早
速
、
三
つ
の
優
先
事
項

―
―

①
治
安
問
題
（
再
犯
者
の
最
低

刑
罰
に
関
す
る
も
の
や
、
未
成
年
の

再
犯
者
に
は
成
人
に
達
す
る
年
齢
を

刑
事
上
で
は
一
六
歳
に
設
定
す
る
な

ど
の
法
案
策
定
）、
②
「
労
働
の
再

評
価
」（
超
過
勤
務
時
間
の
減
税
や
社

会
保
障
負
担
免
除
等
）、
③
税
制
の

見
直
し―

―

に
着
手
す
る
と
し
た
。

　
○　

新
内
閣
メ
ン
バ
ー

首
相
：
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ィ
ヨ
ン（
五

三
歳
）

環
境
・
持
続
的
開
発
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・

運
輸
相
：
ア
ラ
ン
・
ジ
ュ
ッ
ペ
（
六

一
歳
）

経
済
・
財
務
・
雇
用
相
：
ジ
ャ
ン
ル

イ
・
ボ
ル
ロ
ー
（
五
六
歳
）

内
務
・
海
外
領
土
・
地
方
自
治
相
：

ミ
シ
ェ
ル
・
ア
リ
ヨ
マ
リ
（
六
〇
歳
、

女
性
）

外
務
・
欧
州
相
：
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ク

シ
ュ
ネ
ル
（
六
七
歳
）

移
民
・
社
会
統
合
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
・
共
同
開
発
相
：
ブ
リ
ス
・
オ

ル
ト
フ
ー
（
四
九
歳
）

法
務
相
：
ラ
シ
ダ
・
ダ
チ
（
四
一
歳
、

女
性
）

労
働
・
社
会
関
係
・
連
帯
相
：
グ
ザ

ビ
エ
・
ベ
ル
ト
ラ
ン
（
四
二
歳
）

教
育
相
：
グ
ザ
ビ
エ
・
ダ
ル
コ
ス（
五

九
歳
）

高
等
教
育
・
研
究
相
：
バ
レ
リ
ー
・

ペ
ク
レ
ス
（
三
九
歳
、
女
性
）

国
防
相
：
エ
ル
ヴ
ェ
・
モ
ラ
ン
（
四

五
歳
）

保
健
・
青
年
・
ス
ポ
ー
ツ
相
：
ロ
ズ

リ
ー
ヌ
・
バ
シ
ュ
ロ
、（
六
〇
歳
、
女

性
）

住
宅
・
都
市
相
：
ク
リ
ス
チ
ー
ヌ
・

ブ
タ
ン
（
六
三
歳
、
女
性
）

農
業
・
漁
業
相
：
ク
リ
ス
チ
ー
ヌ
・

ラ
ガ
ル
ド
（
五
一
歳
、
女
性
）

文
化
・
通
信
相
兼
政
府
報
道
官
：
ク

リ
ス
チ
ー
ヌ
・
ア
ル
バ
ネ
ル
（
五
一

歳
、
女
性
）

予
算
・
公
的
会
計
・
公
務
担
当
相
：

エ
リ
ッ
ク
・
ベ
ル
ト
（
五
一
歳
）

＊
＊
＊
閣
外
相
＊
＊
＊

首
相
と
国
会
の
関
係
相
：
ロ
ジ
ェ
・

カ
ル
チ
（
五
五
歳
）

政
策
評
価
相
（
首
相
に
つ
く
）
：
エ

リ
ッ
ク
・
ベ
ッ
ソ
ン
（
四
九
歳
）

交
通
機
関
相（
環
境
大
臣
に
つ
く
）：

ド
ミ
ニ
ク
・
ビ
ュ
ス
ロ
ー（
五
四
歳
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
問
題
相
（
外
務
大
臣
に

つ
く
）：
ジ
ャ
ン
＝
ピ
エ
ー
ル
・
ジ
ュ

イ
エ
（
五
三
歳
）

　

ま
た
、
政
府
外
の
「
貧
困
撲
滅
の

た
め
の
積
極
的
連
帯
委
員
会
」
の
委

員
長
に
マ
ル
タ
ン
・
イ
ル
シ
ュ
氏（
四

三
歳
、Em

m
aus-F

rance

社
社
長
）

が
任
命
さ
れ
た
。

（
国
際
研
究
部　

町
田
敦
子
）

ペータース　IGメタル会長

入閣した女性閣僚

初閣議の様子


